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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
改
定
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

二
〇
二
三
年
八
月
に
勧
告
の
あ
っ
た
人
事
院
勧
告
に
基
づ
い
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
を
改
定
す
る
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。 

 

ま
た
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
当
該
人
事
院
勧
告
に
準
じ
地
方
公
務
員
の
給
与
を
改
定
す
る
条
例
改
正
が
進
め
ら
れ
て
い

る
と
承
知
し
て
い
る
。
総
務
省
は
人
事
院
勧
告
に
先
ん
じ
て
、
令
和
五
年
五
月
二
日
に
発
出
し
た
「
常
勤
職
員
の
給
与
改
定
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
（
総
行
給
第
二
一
号
）
」
に
お
い
て
、
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
改
定
は
、
当
該
常
勤
職
員
の
給
与
改
定
に
係
る
取
扱
い
に
準
じ
て
改
定
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
よ
う

に
全
国
の
地
方
自
治
体
に
依
頼
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
一
部
の
地
方
自
治
体
で
は
、
常
勤
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
年
度
始
め
の
二
〇
二
三
年
四
月
に
遡
及
し
て

適
用
す
る
改
定
を
行
う
の
に
対
し
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
の
改
定
に
つ
い
て
は
遡
及
し
な
い
改
定
を
行
っ
て
い
る
と

承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

地
方
自
治
体
が
、
人
事
院
勧
告
に
準
ず
る
給
与
改
定
の
遡
及
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
常
勤
職
員
に
比
べ
て
不

利
な
扱
い
と
す
る
こ
と
は
不
適
切
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。 

二 

地
方
自
治
体
が
会
計
年
度
任
用
職
員
を
常
勤
職
員
に
比
べ
て
不
利
な
扱
い
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
自
体
が
不
適



 

２ 

 

切
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
を
改
正
し
て
、
常
勤
職
員
と
会
計
年
度
任
用
職
員
と
を
公
平
に

処
遇
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。 

 

右
質
問
す
る
。 


